
 重要（教員宛通知）：新型コロナウイルス感染拡 防 のための学 の活動制限について（4/10） ：理 

 

****** （重要） 教員の皆様へ 必ずご覧ください  ********* 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための学生の活動制限のお願いに 

かかる通知です。 

下記通知のほか、学生向け通知も添付いたしますので、ご確認ください。 

***************************************************** 

 

                       令和 2 年 4 月 10 日 

理学部・理学研究科の先生方へ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための学生の活動制限のお願い 

 

                  理学部 ・理学研究科  

                          寺田 眞浩 

 

新型コロナウイルスによる感染例が連日報じられていますが、東北大学 

では、学生、教職員の皆さんを感染から守るため、これまで様々な対策 

を講じて参りました。しかしながら、誠に残念なことですが、本学でも 

学生から感染者が出るなど予断を許さない状況です。このような危機的 

な状況のもと、更なる感染者の発生と感染拡大を防止するために、理学 

部・理学研究科は以下のような追加措置を講じることといたしました。 

まずは学生の感染リスクを下げる努力が、学生だけでなく教職員やその 

ご家族・関係者の方々の健康を守ることにもつながると考え、最も重要 

であるとの考えに った次第です。総 通知にもありましたが、学  

のみならず、我々教員の教育・研究活動が、１日でも早く元の充実した 

レベルに戻るよう願っての措置であり、何卒ご理解とご協力をお願い 

いたします。 

 

1. 令和 2 年 5 月 6 日（水）まで、学生は原則として登校禁止とし、 

研究室活動の制限を伝えます。 

この間、学生は自宅での活動を基本（※）とし、体温測定と健康管理 

に注意するとともに、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、 

間近で会話や発声をする密接場面の、いわゆる「３密」を回避して 

もらいます。自宅待機の最大の目的は、人との接触を極力避けること 

にある点を周知徹底し、クラスターでの感染拡大が報じられている 

ライブハウス、スポーツジム、繁華街の接客を伴う飲食店等を訪れる 



ことはもちろんのこと、自宅等における複数の友人同士の会食や談話、 

接客を伴うアルバイト等は、厳に慎むよう、また、人との接触を避ける 

ことが感染拡大の防止につながり、すでに自分が無症状ながらウイルス 

に感染し他人に感染させるリスク、さらには感染拡大を招き医療崩壊 

を引き起こすリスクを自覚し、節度ある行動を取るよう先生方からも 

ご指導ください。 

（※）ここでいう自宅とは、実家だけでなく下宿先である寮やアパート、 

マンション等を指します。人との接触を避けながら行う食料・生活必需品 

の買い出し、屋外での運動や散歩などは、感染リスクが小さいと言われて 

います。 

2. 5 月 7 日（木）以降につきましても、今後の感染拡大の状況に応じて、 

登校禁 ・研究室活動の制限を延 する可能性があります。 

その場合は引き続き自宅での活動を基本としていただくことになります。 

理学部・理学研究科から適宜お知らせいたしますので、定期的に下記理学 

部・理学研究科 HP や東北大メールの確認等をお願いします。 

【理学部・理学研究科 HP】 

https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20200305-10978.html 

 

※学生、教職員に対する要請事項は、本学 HP に随時掲載されますので、 

併せてご参照ください。 

【東北大学 HP】 

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/disaster/outbreak/01/outbreak0101/ 

 

3. この登校禁止の措置は、研究室活動を全面的に禁止するものではありません 

が、これ以上学内において感染を拡大させないための強い決意に基づくもの 

であることをご理解ください。しかしながら、この措置に従うことが難しい 

やむを得ぬ事情がある場合には、研究室での一部活動を認めることとします。 

ただし、その活動範囲は、いわゆる「３密」環境のリスクを適切に評価・管理 

することを前提として感染リスクを最小限に留めることを条件に、指導教員 

の判断だけでなく、専攻 ・学科 の指 のもと研究室責任者が定めるように 

してください。さらに、学生自らの判断により感染リスクを避けようとする 

行動を尊重するようお願いします。各学生と今後の研究の進め方について 

インターネット、メール等で連絡を取り、必要最低限の登校機会となるよう 

ご配慮いただきたく存じます。 

なお、大学院新入生の学生証、東北大 ID（新規に入学する者のみ）、入学 

許可書を各研究室に配付しております。東北大 ID が必要な学生には受領時 



のみ登校を許可しますので、お渡しいただき、速やかに帰宅するよう指導 

願います。なお、受け取りに来られない学生については、研究室から本人に 

郵送してください。 

 

4. 当面の間、講義は全てインターネットを介しての受講が可能になるよう 

に大学本部から依頼されています。時間的に十分ではありませんが、電子 

コンテンツやレジメの準備、教科書や参考書の精査と指定をよろしく 

お願いします。学生たちに自宅での受講で単位取得ができる安心感を与え 

ることが重要です。 

 

5. 学生実験等の実習を伴う科目については、当面開講できませんので、 

開講時期を繰り下げる等、引き続き学科・専攻毎でご検討ください。 

 

6. 研究室の学生達には、インターネット会議やメール等で定期的に 

ご指導下さるようお願いします。特に新入生は、他の学生や教員との 

コンタクトタイムが極端に少なくなり、コミュニケーションが著しく不足 

する恐れがありますので、そのフォローのためにも、アドバイザー教員 

に指名されている先生方におかれましては、新入生のケアにご注力ください。 

 

7. 学生や先生方ご自身に体調不良があり、不安に思われる場合は、 

下記の保健管理センターへご連絡ください。なお、発熱等の症状を受け 

宮城県・仙台市のコールセンター（022-211-3883）へ連絡した方で、 

コールセンター、医療機関、保健所等からの指示内容があった場合は、 

必ず理学部・理学研究科の担当部署（学生は教務課学生支援係、 

教職員は総務課総務企画係）と保健管理センターへご連絡いただきます 

とともに、ご所属の専攻 ・学科 へもご連絡ください。 

貴研究室所属の方の感染が疑われる場合は、当該者の行動の確認（接触者等） 

が必要になりますので、何卒ご留意ください。 

 

infection2020＠grp.tohoku.ac.jp（保健管理センター） 

【学生の場合】 sci-sien@grp.tohoku.ac.jp 学生支援係 

【教職員の場合】 sci-syom@grp.tohoku.ac.jp 総務企画係 

 

8. 本通知は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、学生諸君 

に自宅での活動を基本とさせるよう先生方にお願いするものですが、 

先生方におかれましても、本学がクラスター発生の温床とならないよう、 



不要不急の外出をお控えいただき、来客対応など対外的な接触に繋がる 

行為を可能な限り自粛して頂くなど、今回の災禍が一日でも早く鎮静化 

できますよう、より一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

**************************************************** 

以上までが、添付ファイル①と同内容です。 

学生宛の通知については、添付ファイル②をご覧ください。 

**************************************************** 

 

 

****************************************** 

東北大学 理学部・理学研究科 総務課  

総務企画係  千葉・阿部・甲斐・近藤・八野 

〒980-8578 仙台市 葉区荒巻字 葉 6-3 

TEL：022-795-6346 

FAX：022-795-6363 

E-mail：係  sci-syom@grp.tohoku.ac.jp 

****************************************** 

 

 

 

 

 












